












Ⅱ.事業概要

(終了) 対象地域

事業概要

964/800字

Ⅲ.事業の背景・課題

(1)支援対象として想定している団体が抱える事業実施上、組織運営上の課題とその背景 995/1000字

(2)課題に対する行政や中間支援団体等による既存の取組み状況 308/400字

(3)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 427/400字

Ⅳ.活動支援プログラムの内容

(2)-1 支援対象とする団体の想定：支援対象として想定する団体の、活動地域・分野・内容 305/400字

(2)-2 支援対象とする団体の想定：支援対象として想定する団体の、組織形態・規模 185/400字

(3)活動支援プログラムによって支援を受けた団体が社会にもたらす変化/インパクト（中長期アウトカム） 169/200字

資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

熊本県、福岡県、大分県、佐賀県

※団体掘り起こしについては宮崎県、鹿児島県、長崎県も含めた九州圏内
2024/9/1 2027/3/31

対象地域において、社会的脆弱性を抱える人々への支援活動を行う団体に対し、事業実施、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価の４領域で包括的支援を提供。また支援対象団体が、休眠預金活

用事業に申請できるようサポートし、事業や組織運営の課題を克服しながら、休眠預金を含めた資金調達や評価手法等を通じて、活動エリアで支援の輪が根付くことも目的とする。

［A］事業実施：プロジェクト計画から実行までのプロセスに必要な専門知識と手法の習得を支援。プロジェクト案件の形成、事業の企画立案、事業に必要な専門スキルの習得や研修、他地域の事例の視察（フィールド

ワーク）、地域や分野ごとの毎の協力関係の構築など。特に休眠預金事業資金分配団体のPO経験者による集合研修や事例を基にしたワークショップを通じて実務的な支援を提供します。

［B］組織運営：組織の規模や成長段階に応じた運営基盤の強化を図る。ビジョンやミッションの明確化、チームビルディング、中長期計画の策定、ガバナンス体制の構築、関係規程の整備、資金管理体制の構築などをサ

ポート。加えて民間での事業化経験を持つ専門家、法務等の専門家、PO経験者による実務的な支援を提供。

［C］広報・ファンドレイジング：休眠預金活用事業実行団体でファンドレイジング経験者が事業の認知度向上と資金調達のための戦略の立て方、実践的な支援を提供。助成金申請書作成指導、マンスリーサポートやク

ラウドファンディング活用、支援者獲得イベントや寄付キャンペーンの運営など。成功事例を参考にしつつ、支援対象団体の特性に合わせた広報戦略、ファンドレイジング戦略を構築し、団体が自走して資金を確保でき

るようサポート。

［D］社会的インパクト評価：団体の取り組みによって起きる社会的な変化を定量化し評価する方法を提供。事業設計図の策定から団体の活動成果を把握できるようサポート。PO経験者によるロジックモデルを用いた事

業計画の作成、効果測定のための指標設計、データ収集と分析方法、報告書作成など。また社会的インパクトやファイナンスに精通した専門家による研修も提供。

また、事業評価に当たり、ヒアリング、アンケート、重回帰による統計処理など事業内容に応じた評価手法習得のための事例紹介や専門家の派遣を行う。

九州地方で公益活動を行う75団体を対象に実施したアンケート調査から、NPO、企業、任意団体、個人を含む多様な組織が広報・ファンドレイジングに関する課題を抱えている ことが明らかになりました。さらに、組織運営と事業実施の領域

でも課題が多く挙げられています。団体では、メンバーの高齢化と新しい取り組みへの対応の遅れ、後継者や担い手がいないといった問題に加え、休眠預金事業については、「関心はあるものの、申請準備までしたが、複雑過ぎて申請に至ら

なかった。」「時間や労力をかけることが難しい。」「具体的に相談するところがない。」といった声があり、申請を行う際、実務上必要な知識や実践的な勉強会を必要としていることがわかりました。このため、申請・採択経験のない団体

が休眠預金等活用事業に参画する際にハードルとなっています。

事業実施における課題として、自分たちの活動に対する中長期的なアウトカムおよびそれに伴う短期アウトカムやアウトプットの整理ができていないことが多い です。この結果、活動の方向性が曖昧になり、リソースの適切な配分や活動の焦

点を定めることが困難になっています。組織運営における課題として、組織を運営するためのガバナンス・コンプライアンス体制整備に割けるリソースが不足しており、これが組織の信頼性や透明性の確保、資金調達の能力にも影響を及ぼして

います。

資金分配団体は自らのテーマに沿った助言を行うことは可能ですが、それ以外のテーマに関しては専門性がなく、休眠預金事業を活用し、実施可能な団体や企業の掘り起こし、育成が難しい状況です。また、ガバナンス・コンプライアンス

体制整備や社会的インパクト評価に関する伴走支援が特に難しいという声もあります。休眠預金事業への申請には一定のガバナンス・コンプライアンス体制の整備が必要であり、これが申請のハードルとなっています。また、資金支援の偏りも

見られ、既存の実行団体が複数事業で採択されるケースもあります。

こういった課題の背景には、支援対象団体が持続可能な発展をしながら、社会的影響を最大限に発揮するためには、事業実施と組織運営の基盤を強化することが最優先だと考えます。そのためには、一度団体の目標設定に立ち戻り、事業計画を再

検討し、ガバナンス体制を整えながら、休眠預金を含む新しい資金調達の機会に対応する能力を身につけることも必要です。

行政や中間支援団体からの支援策として、補助金や委託事業など社会課題への施策が行われ、組織運営の強化、ファンドレイジング能力の向上、プロジェクト管理やスキルの向上を目的としたものは、一般的な内容が多く、特定の課題に対応した

支援は限られています。特に、休眠預金事業への申請やガバナンス・コンプライアンス体制の構築に特化した支援は限られており、休眠預金事業への参画を促すためには、案件形成や企画立案、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備に特化し

た支援が必要であり、九州地方や一部の地域によっては少ない、実施されていないことが課題となっています。 また、新規に参画する団体向けの実践的なガイダンスも提供されていない状況です。

休眠預金を活用することで、九州地方で活動する公益活動団体が直面している様々な課題に対処するために必要なリソースを得ることができます。弊団体実施のアンケート結果によると、対象となる団体は広報・ファンドレイジング、組織運営、

事業実施において課題を抱えているだけでなく、新しい取り組みへの対応遅れや担い手不足という問題にも直面しており、リソースの不足や専門知識の欠如、組織内外でのコミュニケーション不足の点で、組織的な強化が必要であることを示して

います。現状の取り組みだけでは一般的な内容が中心であり、具体的な案件形成から休眠預金事業への申請準備など求められていることが提供できていない状況です。「支援対象を広げたい」「持続的な活動に取り組みたい」公益活動団体が

休眠預金等交付金を活用することは、資金調達方法を得ることに留まらず、支援対象団体に必要な支援を提供し、社会的課題に効果的に取り組むための能力や公益活動の質を高めるために、極めて重要な意義を持ちます。

(1)支援対象団体数

実施時期 (開始)

6

【活動地域】主な活動地域：熊本県、福岡県、大分県、佐賀県。（※団体の掘り起こし実施地域：宮崎県、鹿児島県、長崎県）

【分野】社会的脆弱性を抱える人々への支援活動

【内容】社会的脆弱性を抱える人々とは、経済的困難を抱える人、社会的孤立や孤独を抱える人、働きたくても就労や教育の機会が得られない障がい者、安全な環境や教育が保証されていない子どもや若者、自然災害の被災者、就労や差別

に直面している移住者や難民、差別や心の問題を抱える性的マイノリティ、病気や長期的な健康問題を抱える人です。支援活動に取り組んでいる。または展開しようとしている非営利団体（NPO等）、社会的企業、任意団体など。（地域特有

の課題も含む。）

【組織形態】非営利団体（NPO等）、社会的企業、任意団体を想定しています。

【規模】小規模（メンバー数10人未満）、中規模（メンバー数10人以上50人未満）、大規模（メンバー数50人以上）の団体を想定しています。

（※メンバー数とは、団体に属する人員の総数です。理事会、常勤・非常勤の職員、ボランティアなど、団体の日常的な運営やプロジェクトに関わる人が含まれています。）

九州地方において、社会的脆弱性を抱えた人々への支援を行う団体が、休眠預金を含む多様な資金源を活用し、地域課題の解決に取り組んでいます。また団体を中心に支援の輪が拡がり、公益活動に対する理解と活動が活性化し、

社会的脆弱性を抱える人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、そのサポートや助け合いの文化が地域に浸透していくことを目指します。



(4)-1 活動支援プログラムの目的（短期アウトカム発現によって事業期間中に達成される事業の中心的な事業目的） 83/100字

活動支援プログラムの目的 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 目標値/目標状態（目標達成時期） 100字

(4)-2 短期アウトカム（事業期間中に達成される目標）

短期アウトカム 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 目標値/目標状態（目標達成時期） 100字

1）社会的脆弱性を抱える人々への支援の輪と
共感の度合い：共感度合いは低いと回答（30%

の肯定的反応）
2）団体間の協力による成果物の質と量：中程
度（自己評価による5/10）
3）社会的脆弱性を抱える人々が置かれている
環境の改善への満足度：中程度（50%の肯定的
反応）
団体のプロジェクトに対する継続的な関与と支
援のレベル：関与と支援のレベルは低いと回答
（20%の参加率）

04：支援対象団体は、地域課題を特定し、解決策を立案・

実行する能力が向上し、評価方法を用いて、自主性と主体

性を持って活動しています。

1）地域課題を特定するための調査実
施数
2）地域課題を特定し、解決策を立
案・実行したプロジェクト数
3）プロジェクトを実行後の影響測定
数（受益者数や改善された状況の件数
など）
4）支援対象団体の組織内における自
主性と主体性の向上度合い（アンケー
トやインタビューによる自己評価）
5）地域内外からのプロジェクト評価
（地域住民や関係者からのフィード
バック）

〇 1）地域課題を特定するための調査実施数：0

（事業開始前には地域課題特定のための調査は
実施されていない）
2）地域課題を特定し、解決策を立案・実行し
たプロジェクト数：0（まだ地域課題に対する
具体的な解決策の立案や実行に至っていない）
3）プロジェクトを実行後の影響測定数：0（プ
ロジェクト実施前のため、測定は行われていな
い）
4）支援対象団体の組織内における自主性と主
体性の向上度合い：低いと回答（事業開始前の
自己評価では自主性と主体性が低い）
5）地域内外からのプロジェクト評価：低いと
回答（プロジェクトが実施されていないため、
フィードバックはない）

1）地域課題を特定するための調査実施
数：6調査。目標達成時期：2026年11月
2）地域課題を特定し、解決策を立案・実
行したプロジェクト数：6プロジェクト。
目標達成時期：2027年2月
3）プロジェクトを実行後の影響測定数：
少なくとも600人の受益者。または10件の
具体的な改善状況。目標達成時期：2027

年2月
4）支援対象団体の組織内における自主性
と主体性の向上度合い：高いと回答。目
標達成時期：2027年2月
5）地域内外からのプロジェクト評価：高
いと回答。目標達成時期：2027年2月

05：対象地域の公益活動への関わりが深まり、社会的脆弱

性を抱える人々が置かれている環境が改善され、支援の輪と

共感が深まっています。

1）社会的脆弱性を抱える人々への支援の
輪と共感の度合い：共感度合いは高いと
回答。（70%の肯定的反応）目標達成時
期：2027年2月

2）団体間の協力による成果物の質と量：
高いと回答（自己評価による8/10）目標
達成時期：2027年2月

3）社会的脆弱性を抱える人々が置かれて
いる環境の改善への満足度：満足度は高
いと回答。（80%の肯定的反応）目標達
成時期：2029年3月

4）団体のプロジェクトに対する継続的な
関与と支援のレベル：高いと回答。
（60%の参加率）目標達成時期: 2029年3

月

1）社会的脆弱性を抱える人々への支
援の輪と共感の度合い（アンケートや
インタビューを通じて測定します）
2）団体間の協力による成果物の質と
量（アンケートやインタビューによる
自己評価）
3）社会的脆弱性を抱える人々が置か
れている環境の改善への満足度（アン
ケートやインタビューによるヒアリン
グ調査）
4）団体のプロジェクトに対する継続
的な関与と支援のレベル

ー

1）支援対象者数
2）支援活動の質の改善（受益者の満
足度）
3）協働プロジェクトに対する地域住
民の参加意欲

〇 1）支援対象者数：把握できていない、調査し
たことがない
2）支援活動の質の改善（受益者の満足度）: 現
在の支援活動に対する満足度：満足度 5/10

3）協働プロジェクトに対する地域住民の参加
意欲: 参加する地域住民が少なく、地域内での
認知度が低い状態。

1）支援対象者数: 事業終了時には300人以
上。ただし、分野や活動内容によって目
標値が変わる。目標達成時期：2027年2月
2）支援活動の質の改善（受益者の満足
度）: 事業終了時、満足度 8/10に向上を目
指す。目標達成時期：2027年2月
3）協働プロジェクトに対する地域住民の
参加意欲：事業終了時には、地域住民が
「参加する」と回答し、協働プロジェク
トへの関心と参加意欲が向上しているこ
とを目指す。目標達成時期：2027年2月

02：支援対象団体は、活動エリアにて、社会的脆弱性を抱

える人々への支援活動の質と範囲が拡大しています。

03：支援対象団体は、活動エリアにて、他団体や地域関係

者との協力体制が強化され、地域全体での課題解決力が向

上し、具体的な成果が見え始めています。

1）協力体制が組まれた協働プロジェ
クト数
2）協働プロジェクトに関わる組織数
3）協力体制の質の向上
4）活動エリアにて、地域課題に対す
る意識の向上

〇 1）協力体制が組まれたプロジェクト数：0 プ
ロジェクト（取り組みがなされていないため）
2）協働プロジェクトに関わる組織数：6 組織
（少数の組織間でのみ活動されているため、他
組織との関わりが少ない）
4）協力体制の質の向上：協力体制が築かれて
おらず、成果や相互のコミュニケーションが成
り立っていない状態。
5）活動エリアにて、地域課題に対する意識の
向上：地域課題への意識は低い。効果的な取り
組みがなされていない状態。

1）協働プロジェクト数：3プロジェクト
以上。活動範囲も広がることを目指す。
目標達成時期：2027年2月
2）協働プロジェクトに関わる組織数：18

組織以上。目標達成時期：2027年2月
3）協力体制の質の向上：評価方法が確立
し、成果を見え始めている。組織間での
相互理解と信頼が増している状態。目標
達成時期：2027年2月
4）地域課題に対する意識の向上：地域課
題に向けた意識が高まり、地域住民や地
域関係者が参画し、課題解決に貢献する
姿勢が見られている状態。目標達成時
期：2027年2月

1）新しく始めた資金調達方法の種類: 最
低2種類以上（例：休眠預金、寄付、マン
スリーサポートなど）目標達成時期：
2026年10月
2）新しく始めた資金調達方法を通じて得
た総額: 300万円以上 目標達成時期：2027

年2月
3）休眠預金活用事業への申請数: 6件以
上。目標達成時期：2027年1月
4）新しい担い手の数: 4人以上。目標達成
時期：2027年2月
5）改善された運営体制に対する満足度:

対象団体の8割以上が「満足している」と
回答。目標達成時期：2027年2月

1）新たに発掘された担い手の数

2）休眠預金活用事業への申請数

3）資金調達の種類の増加

4）社会的脆弱性を抱える人々への支援のた

めの協働プロジェクト数

5）休眠預金活用事業を実施できる事務局体

制

6）団体が安心して運営できる満足度

1）担い手の数：0

2）休眠預金への申請数：0

3）資金調達の種類 1-2種類

4）協働プロジェクト数：0

5）事務局体制：未確立

6）団体が安心して運営できる満足度は、低いと

回答。

モニタリ

ング指標

01：支援対象団体は、休眠預金活用を含む新しい資金調達

方法に実践し、持続可能な運営体制を構築しています。

1）新しく始めた資金調達方法の種類
2）新しく始めた資金調達方法を通じ
て得た総額。
3）休眠預金活用事業への申請数
4）新しい担い手の数
5）改善された運営体制に対する満足
度

〇 1）新しく始めた資金調達方法の種類: 0種類
2）新しく始めた資金調達方法を通じて得た総
額: 0円
3）休眠預金活用事業への申請数: 0件
4）新しい担い手の数: 0人
5）改善された運営体制に対する満足度: 未実施

1）新たに発掘された担い手の数：12（対

象各県3団体）

2）休眠預金への申請数：6件以上

3）+1-2種類又は既存資金の増額

4）協働プロジェクト数：3以上（対象団体

の半分）

5）事務局体制：確立（事務局が休眠預金

活用事業の申請から実施、資金管理までを

行える能力とリソースを備える）

6）団体が安心して運営できる満足度は、

高いと回答

目標達成時期：2027年2月

支援対象団体は、休眠預金を含む資金を活用し、新たな担い手を

発掘し、社会的脆弱性を抱える人々への支援と持続可能な組織運

営のための体制を、団体が構築することを目指します。



100字 指標 100字 中間評価時の値/状態 100字 事後評価時の値/状態 100字(4)-3 アウトプット

（活動の実施により生み出された結果）

モニタリ

ング指標

1）新しく導入された資金調達方法の数
2）新しい資金調達方法によって獲得された資金
の総額
3）新しい資金調達方法の実践した職員の能力向
上の自己評価

1）新しく導入された資金調達方法の数：6

2）新しい資金調達方法によって獲得された資金の
総額： 合計で少なくとも300万円以上。
3）職員の能力向上の自己評価： 資金調達能力が
「向上した」と8割が評価。

0101 支援対象団体が新しい資金調達方法の導入している。活動支援
プログラム【A】を通じて、支援対象団体が新しい資金調達方法を学
び、実際に活用します。団体職員の資金調達能力が強化されます。

0102 支援対象団体は持続可能な運営体制を構築している。活動支援
プログラム【B】を通じて、支援対象団体はガバナンス・コンプライ
アンス体制と組織運営の基盤を強化し、プロジェクトが実行可能な
運営体制を築きます。

1）ガバナンス・コンプライアンス体制を策定し
た団体の数
2）新しい運営体制で実施したプロジェクト数
3）新しい運営体制の自己評価

〇 1）ガバナンス・コンプライアンス体制を策定した
団体の数：6

2）新しい運営体制で実施したプロジェクト数：6以
上
3）新しい運営体制の自己評価：「運営体制が改善
された」と2/3が評価。

0203 社会的脆弱性を抱える人への支援活動の質が高まり、範囲が拡
大している。活動支援プログラム【C】を通じて、支援対象団体は
ファンドレイジングを学び、実践することで資金を確保し、支援範
囲を拡大します。

〇

0204 支援活動の質の評価がされている。活動支援プログラム【D】
の一環として、支援対象団体は社会的インパクト評価の手法を学
び、自団体のプログラムがどの程度効果的であるかを定期的に評価
します。

1）実施された社会的インパクト評価の回数
2）社会的インパクト評価に基づいた改善の件数
3）団体職員・スタッフによる評価方法の理解度

〇 1）実施された社会的インパクト評価の回数：年間2

回以上の評価を実施。
2）社会的インパクト評価に基づいた改善の件数：
評価結果から5件以上の改善を実施。
3）団体職員・スタッフによる評価方法の理解度：
評価方法を「十分に理解している」「ある程度理解
している」と9割回答している。

1）協働プロジェクトの数
2）参加団体の数
3）協働体制を評価
4）地域課題解決への貢献度

1）協働プロジェクトの数：3以上
2）参加団体の数：各協働プロジェクトに活動に関
心のある5団体（平均）が参加している。
3）協働体制を評価：参加団体の8割以上が協働体制
に「満足している」と回答。
4）地域課題解決への貢献度：協働プロジェクトの
貢献度に、地域の関係者の「高い」と7割評価。

0305 地域課題解決のための協力体制が強化されている。定例の伴走
支援を通じて、団体間の協働する機会が増え、地域課題に取り組む
プロジェクトが増えている。

〇

1）ファンドレイジングによる資金調達額
2）支援範囲の拡大による受益者数
3）支援対象団体によるファンドレイジング能力
の自己評価
4）外部専門家による支援活動の質の評価

〇

0509 地域住民が公益活動への関わる機会が増えている。支援の輪を
構築されることで、団体と地域住民との間の対話や接点が生まれ、
地域住民の公益活動への参加が増えます。

0510 社会的脆弱性を抱える人々の生活環境が改善されている。休眠
預金申請ガイドブックの提供により、団体は休眠預金を獲得し、そ
の資金を使って社会的脆弱層への具体的な支援を実施、その生活環
境の質を向上させます。

1）支援対象団体が獲得した休眠預金の資金総額
2）支援を受けた社会的脆弱層の人数
3）生活環境の質の向上に関する受益者の自己評
価
4）地域社会における支援効果の評価

〇

1）ファンドレイジングによる資金調達額：300万以
上確保している。
2）支援範囲の拡大による受益者数：100人以上の受
益者を支援している。
3）支援対象団体によるファンドレイジング能力の
自己評価：ファンドレイジング能力が「向上した」
と8割が評価。
4）外部専門家による支援活動の質の評価：支援活
動の質が「向上している」と7割が評価している。

1）共有された取り組み事例の数：6

2）成果報告会の参加団体数：20団体以上が参加
3）団体間の協力と学びの評価：参加団体が「非常
に満足している」「ある程度満足」と8割回答。
4）地域全体の課題解決能力の向上度：地域関係者
が「課題解決能力が向上した」と7割評価。

1）地域課題に基づく新たなプロジェクトの数：6

2）事業説明会の参加団体数：各会、平均10団体以
上が参加している。
3）団体の地域課題理解度：参加団体が「地域課題
の理解が深まった」と9割回答
4）プロジェクト計画の質の向上：プロジェクト計
画の8割以上が、以前の計画よりも目標設定と実行
計画が含まれている。

0306 地域全体での課題解決力が向上している。成果報告とフィード
バックから、団体が得た知見と成功事例が共有され、他の団体もこ
れを学び、地域全体の課題解決能力が向上します。

1）共有された取り組み事例の数
2）成果報告会の参加団体数
3）団体間の協力と学びの評価
4）地域全体の課題解決能力の向上度

〇

0407 支援対象団体の地域課題特定能力が向上している。掘り起こし
を目的とした事業説明会が実施されることで、民間公益活動団体は
地域の実情を理解し、それに基づいた効果的なプロジェクトを検
討、企画、実施に行うようになる。

1）地域課題に基づく新たなプロジェクトの数
2）事業説明会の参加団体数
3）団体の地域課題理解度
4）プロジェクト計画の質の向上

〇

0408 支援対象団体の自主性と主体性が促進されている。定例の伴走
支援を通じて、自発的に問題解決策を考えたり、プロジェクトを主
導することが組織内で評価され、団体の自主性と主体性が育まれ
る。

1）主体的な意思決定を行った回数（例：新しい
パートナーシップの構築、資金調達戦略の変更
や提案など）0

2）自主企画プロジェクトの数
3）団体内の自主性と主体性の評価
4）外部評価者による団体の自主性と主体性の評
価

〇

〇

1）支援対象団体が獲得した休眠預金の資金総額：
300万円以上獲得している。
2）支援を受けた社会的脆弱層の人数：300人以上が
支援を受けている。
3）生活環境の質の向上に関する受益者の自己評
価：支援を受けた個人の8割以上が「生活環境が向
上した」と回答。
4）地域社会における支援効果の評価：地域関係者
の7割以上が、支援を肯定的に評価している。

1）主体的な意思決定を行った回数（例：新しい
パートナーシップの構築、資金調達戦略の変更や提
案など）：平均10回以上の意思決定が記録されてい
る。
2）自主企画プロジェクトの数：6件の自主企画プロ
ジェクトが実施されている。
3）団体内の自主性と主体性の評価：団体職員の8割
以上が「高い」と自己評価。
4）外部評価者による団体の自主性と主体性の評
価：外部評価者が、8割以上の団体が「向上してい
る」と評価。

1）地域住民の参加者数
2）地域住民の公益活動への参加満足度
3）地域住民の公益活動参加に対するフィード
バック

1）地域住民の参加者数：300人以上参加している
2）地域住民の公益活動への参加満足度：9割以上が
「満足している」と回答。
3）地域住民の公益活動参加に対するフィードバッ
ク：地域住民の7割以上から、肯定的なフィード
バックが得られている。









+ Kyushu 民間公益活動においてとても重要で影響を持っている項目を見える化するツール

図１

事業実施 組織運営

広報

ファンドレイジング

社会貢献学び・自己啓発

職場内の 
人間関係

地域との関係性



資金計画書 バージョン

（契約締結・更新回数）
1

2024/09/01 2027/03/31

事業名

団体名

評価関連経費 1,335,000

合計 46,436,000

事業期間

活動支援団体
＋Kyushu 

一般社団法人Anchor

助成金

45,101,000事業費

直接事業費 38,360,000

管理的経費 6,741,000

～

必須入力セル

～



資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計

10,737,000 17,022,000 17,342,000 0 45,101,000

9,050,000 14,380,000 14,930,000 0 38,360,000

1,687,000 2,642,000 2,412,000 0 6,741,000

2. 評価関連経費 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計

495,000 345,000 495,000 0 1,335,000

3. 合計 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計

11,232,000 17,367,000 17,837,000 0 46,436,000

評価関連経費（B）

助成金計(A+B)

事業費 (A)

直接事業費

管理的経費

必須入力セル 任意入力セル



資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 100.00%

(2)自己資金・民間資金からの支出予定

自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

予定額[円] 調達方法 調達確度

自己資金・民間資金 合計 (D) 助成金による補助率 (A/(A+D))

0

説明（調達元、使途、調達時期等）

必須入力セル



(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

団体情報入力シート

法人格 団体種別 一般社団法人

団体名 一般社団法人Anchor

郵便番号 862-0956

都道府県 熊本県

市区町村 熊本市中央区水前寺公園

7-43-407

090-1349-3259

https://anchor-kyushu.studio.site

2023/09/21

番地等

電話番号

WEBサイト (URL)

団体WEBサイト

その他のWEBサイト

(SNS等)

設立年月日

法人格取得年月日

フリガナ

氏名

2024/03/21

ムラカミ ナオコ

村上 直子

代表理事

トヤマ シンイチロウ

外山 伸一郎

代表理事

4

3

0

1

0

代表者(1)

フリガナ

氏名

役職

代表者(2)

役職

役員数［人］

理事・取締役数［人］

評議員［人］

監事/監査役・会計参与数［人］

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］

職員・従業員数［人］

常勤職員・従業員数［人］

有給［人］

無給［人］

非常勤職員・従業員数［人］

有給［人］

無給［人］

事務局体制の備考

0

0

0

0

0

0

0

必須入力セル 任意入力セル





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業 種別・状況

番号

対象 申請

年度

左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択

された場合

申請中・申請予定又は採択され

た資金分配団体又は活動支援団

体名

申請中・申請予定又は採択され

た事業名





2023/11/2

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： ＋Kyusyu 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人Anchor

過去の採択状況：
通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていな
い。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第13条

公募申請時に提出 定款 第14条

公募申請時に提出 定款 第12条

公募申請時に提出 定款 第15条

公募申請時に提出 定款 第12条

公募申請時に提出 定款 第18条

公募申請時に提出 定款 第19条

社団法人のため提出し
ない

. . .

公募申請時に提出 理事会規程 第2条4

公募申請時に提出 理事会規程 第2条5

. . .

公募申請時に提出 理事会規程 第3条

公募申請時に提出 理事会規程 第4条

公募申請時に提出 理事会規程 第3条

公募申請時に提出 理事会規程 第4条、第5条、第6条

公募申請時に提出 理事会規程 第15条

公募申請時に提出 理事会規程 第9条

公募申請時に提出 理事会規程 第13条

公募申請時に提出 理事会規程 第9条、第10条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程 別表

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第23条

. . .

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第3条

公募申請時に提出 役員の報酬等並びに費用に関する規程 第5条

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担
が規定されていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してく
ださい

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（２）報酬の支払い方法

（６）決議（過半数か3分の2か）

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出
をお願いします。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談く
ださい。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

・評議員会規則
・定款

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

定款

・定款
・理事会規則

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関
する規程

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で
行う」という内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に
関する除外規定は必須としないこととします。

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事
の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、
理事の総数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」
という内容を含んでいること



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第3条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第5条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第８条第９条

公募申請時に提出 倫理規程 第11条

公募申請時に提出 倫理規程 第12条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第６条第１項第２項

公募申請時に提出 倫理規程 第７条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条第３項

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第5条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第4条

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 第10条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条、別紙

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条

公募申請時に提出 事務局規程 第6条

. . .

公募申請時に提出 給与・賞与規程 第2条

公募申請時に提出 給与・賞与規程 第5条、第6条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 情報公開規程 第8条

公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第6条、別表

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第6条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第12条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第15条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第3条

公募申請時に提出 経理規程 第6条

公募申請時に提出 経理規程 第7条

公募申請時に提出 経理規程 第16条

公募申請時に提出 経理規程 第11条、第12条

公募申請時に提出 経理規程 第20条第21条第22条

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（１）基本的人権の尊重

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を
与える行為を行わない」という内容を含んでいること

（６）ハラスメントの防止

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定・監督又は活動支援団体が支援対象団体を選定・監督するに
当たり、団体間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に
対し、特別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な
組織において内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（２）職制

（３）職責

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う
部署が設置されている 」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン
（平成28年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（４）事務処理（決裁）

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（６）収支予算

（７）決算

（４）緊急事態対応の手順

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁
止のための自己申告
等に関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

コンプライアンス規程

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その
内容を公表する」という内容を含んでいること





















総会規程

第 1 章 総則

（目 的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第５１条に

基づき、総会の運営に関し必要な事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図

ることを目的とする。

（構成及び出席)
第２条 総会は、正会員をもって構成する。

２ 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。

３ 監事は、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

第２章 総会の招集

（総会の開催及び招集者）

第３条 総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。

２ 定時社員総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後３か月以内に開催するものとし、代表理

事（代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは理事の中から招集者を互選す

る。）がこれを招集する。

３ 臨時社員総会は、必要がある場合に開催するものとし、代表理事がこれを招集する。

４ 前項にかかわらず、代表理事は、正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示

して総会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく総会を招集する。

（招集の手続）

第４条 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。

（1）総会の日時及び場所

（2）総会の目的である事項があるときは、その事項

（3）総会の目的である事項に係る議案（当該目的である事項が議案となるものを除く。）

の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨）

（招集の通知）

第５条 総会を招集するには、代表理事は、総会の開催日の７日前までに、各正会員に対し

て、通知しなければならない。

２ 前項の通知には、第４条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならな

い。

３ 第 1項の通知を電磁的記録をもって行う場合は、あらかじめ正会員から承諾を得て行う

ものとする。

（招集手続の省略）

第６条 前条の規定にかかわらず、総会は、正会員の全員の書面又は電磁的記録による同意



があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

第３章 総会の議事

（議 長）

第７条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき又は

代表理事が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。

（総会の決議事項）

第８条 総会は、定款に定める次の事項を決議する。

（1）理事及び監事の選任又は解任

（2）役員及び正会員の報酬等並びに費用に関する規程の制定又は改廃

（3）貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）及び財産目録の承認

（4）定款の変更

（5）残余財産の処分

（6）基本財産の処分又は除外の承認

（7）その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

（決 議）

第９条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過

半数をもって行う。

（総会への報告事項)
第１０条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調

査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項

があると認めるときは、その調査結果を総会に報告するものとする。

（議事録）

第１１条 総会の議事については、法令及びこの法人の定款で定めるところにより、議事録

を作成しなければならない。

２ 議事録には、別表に掲げる場合の区分に応じ、これに定める事項を記載し、総会の議

長は、当該議事録に記名押印するものとする。

（決議の省略）

第１２条 理事が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき

議決に加わることのできる正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）

第１３条 理事が、正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、

その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。



第４章 雑 則

（改 廃）

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附 則

この規程は、令和６年 ３月 １４日から施行する。（令和 ６年 ３月 １４日理事会決議）

（別表）議事録記載事項

Ⅰ 第５条の規定により総会が開催された場合

１ 開催された日時及び場所（当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席をし

た場合における当該出席の方法を含む。）

２ 議事の経過の要領及びその結果

Ⅱ 第１２条の規定により総会の決議があったものとみなされた場合

１ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

２ 総会の決議があったものとみなされた日

Ⅲ 第１３条の規定により総会への報告があったものとみなされた場合

１ 総会への報告があったものとみなされた事項の内容

２ 総会への報告があったものとみなされた日



理事会規程

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第５１条に基づき、こ

の法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。

（構成及び出席）

第２条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

２ 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席しなければならない。

３ 監事は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

４ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総

数の３分の１を超えてはならない。

５ 他の同一団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の

総数の３分の１を超えてはならない。

第２章 理事会の招集

（理事会の開催）

第３条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。

２ 通常理事会は、毎事業年度に１回以上、開催する。

３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき

（2）代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

（3）監事から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）第１９

７条において準用する同法第１００条に規定する場合において、必要があると認めて代表理事に招集

の請求があったとき

（招集）

第４条 理事会は代表理事（代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは各理事）が招集す

る。

２ 代表理事は、前条第３項第２号又は第３号の請求があった場合は、その請求があった日から５日以

内に、請求の日から 2 週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

（招集の通知）

第５条 理事会を招集するときは、開催日の 7 日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、

場所、目的である事項を通知しなければならない。

（招集手続の省略）

第６条 前条の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の書面又は電磁的記録による同意が

あるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。



第３章 理事会の議事

（議長）

第７条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。ただし、代

表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。また、

代表理事が特別の利害関係を有する決議に関しても同様とする。

（理事会の運営）

第８条 理事会は、在任する理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

２ 理事は、理事会の目的である事項に係る議案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれ

があると認める場合には、当該議案の審議に先立ち、議長に申し出なければならない。

３ 議長は、前項の申出を受け、又は、自らの判断により、理事会の目的である事項に係る議案の内容

に関し、特定の理事が特別の利害関係を有すると認めるときは、当該理事を当該議案の審議及び決議

から除くものとする。

（決議）

第９条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。

（決議の省略）

第１０条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき

当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提

案について異議を述べたときは、この限りではない。

２ 理事は、前項に定める提案の内容に関し、自らが特別な利害関係を有するおそれがあると認める場

合には、その旨及びその理由を代表理事（代表理事において自らが特別な利害関係を有するおそれが

あると認める場合には、他の理事）に申し出るものとする。

（報告の省略）

第１１条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい

ては、その事項を理事会に報告することを要しない。

（関係者の出席）

第１２条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を得て、その意見を求めること

ができる。

（議事録）

第１３条 理事会の議事については、法令及びこの法人の定款で定めるところにより、議事録を作成す

る。

２ 議事録には、別表に掲げる場合の区分に応じ、当該別表に定める事項を記載し、出席した代表理事

及び理事は、当該議事録に記名押印又は法令に従い電子署名するものとする。

第４章 理事会の権限



（権限）

第１４条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに、代表理事

の選定若しくは解職その他法令又はこの法人の定款で定める職務を行う。

（決議事項）

第１５条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

（1) 法令に定める事項

イこの法人の業務執行の決定

ロ代表理事の選任及び解任

ハ総会の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定

ニ重要な財産の処分及び譲受け

ホ多額の借財

ヘ事業計画書、収支予算書等の承認

ト貸借対照表、損益計算書等の承認

チその他法令に定める事項

（2)その他重要な業務執行に関する事項

イ重要な事業その他の契約の締結、解除及び変更

ロ重要な事業その他にかかる争訟の処理

ハその他この法人の規程に定める事項

二その他理事会が必要と認める事項

第 5 章雑則

（改廃)

第１６条この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）

別表

議事録記載事項

Ⅰ 第５条の規定により理事会が開催された場合

１ 理事会が開催された日時及び場所

２ 理事会の議事の経過の要領及びその結果

３ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

４ 出席した理事及び監事の氏名

５ 議長の氏名

Ⅱ第１０条の規定により理事会の決議があったものとみなされた場合

１ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

２ 前記 1 の事項を提案した理事の氏名



３ 理事会の決議があったものとみなされた日

Ⅲ 第１１条の規定により理事会への報告があったものとみなされた場合

１ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容

２ 理事会への報告を要しないものとされた日

以上



役員の報酬等並びに費用に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、法令及び一般社団法人 Anchor（以下「当法人」という。）の定款５１条に基

づき、当法人の役員（第２条第１号で定義される。）の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定め

る。

（定義等）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤の理事とは、理事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない理事とは、

それ以外の理事をいう。

(3)常勤の監事とは、監事のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤でない監事とは、

それ以外の監事をいう。

(4)報酬等とは、その名称の如何を問わず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８９条

で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称のい

かんを問わず､また、費用とは明確に区別されるものとする。

(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費､旅費(宿泊費を含む｡)等の経費をいい、報酬等と

は明確に区別されるものとする。

（報酬等の額）

第３条 常勤の理事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が１名当たり５０

０万円を超えない範囲で（無報酬を含め）理事会において定める。代表理事は、理事会において

定めた代表理事の報酬等の額を､定時社員総会に報告するものとする。

２ 常勤でない理事に対して各事業年度に支給する報酬等の総額は、３００万円を超えない範囲で

（無報酬含め）理事会において定める。代表理事は、理事会において定めた理事の報酬等の額を､

定時社員総会に報告するものとする。

３ 常勤の監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり２５０万

円を超えない範囲とし（無報酬を含め）、社員総会で定める。

４ 常勤でない監事に対する報酬等の額は、各事業年度に支給する報酬等の総額が 1 名当たり１

０万円を超えない範囲で（無報酬も含め）社員総会で定める。

（賞与、退職慰労金等）

第４条 当法人は、役員等に対し、前条に規定する報酬等以外に、賞与、退職慰労金その他の報酬

等の支給は行わない。

（報酬等の支払方法）

第５条 常勤の役員に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を１２で除した金額を

毎月２５日に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。ただし、

これと異なる支払方法について理事会で決定することが出来る。



２ 常勤でない理事に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を１２で除した金額を

毎月２５日に、本人が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。ただし、

これと異なる支払方法について理事会で決定することが出来る。

３ 常勤でない監事に対する報酬等は、各事業年度に支給する報酬等の総額を 3 月末までに、本人

が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。

（費用）

第６条 役員等が負担した費用については、これの請求があった日から遅滞なく支払うものとす

る。

（改定）

第７条 この規程の改定は、社員総会の決議により行うものとする。

（補則）

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は､代表理事が理事会の承認を得て､別に定めるものと

する。

附則

この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日社員総会決議）



給与・賞与規程

第１章総則

（適用範囲）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor の就業規則に基づき、職員の給与について定める。

（２）前項以外の嘱託職員、契約職員、パートタイマー、アルバイト等など就業形態が特殊な者に

ついては、この規程は適用せず、その者に適用する規程もしくは個別の契約等の定めによる。

（賃金の構成）

第２条 賃金の構成は次のとおりとする。

基本給

諸手当

通勤手当

時間外勤務割増手当

時間外手当所定休日勤務割増手当

法定休日勤務割増手当

深夜勤務割増手当

（賃金形態）

第３条 賃金は、原則として、月給制とする。

（２）但し、休職、休業、欠勤及び遅刻・早退などにより就業規則に定める所定労働時間の全部又

は一部を休業した場合においては、別に定めがある場合を除きその休業した時間に対応する賃金は

支給しない。

（賃金締切日と支払日）

第４条 賃金は、毎月１日から月末日に締切るものを計算し翌月１５日（支払日が金融機関の非営業

日のときはその前日）に支払う。

（２）第 1 項の規定に関わらず、次の各号の一に該当するときは職員（職員が死亡したときはその

遺族）の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

1. 職員の死亡による退職のとき

2. その他やむを得ない事情があるとこの法人が認めたとき

第２章計算方法

（賃金の計算方法）

第５条 所定労働時間の全部又は一部を休職、休業、休暇、欠勤及び遅刻・早退により労務の提供を

行わなかった場合においては、次の算定式により賃金を支給する。但し、一賃金支払期間において

出勤がない場合は、支給は行わない。

（2）所定労働時間の一部を休業した場合（遅刻、早退、私用外出）においては、次の算定式により

計算した額を当月の賃金分から減額する。

算定式：（時間給）× （休業時間）



（賃金の支払方法）

第６条 賃金は職員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込む。

（２）前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは支払いのとき控除する。但し、第６号以下

については、職員等の過半数代表者との書面による控除協定に基づいて行うものとする。

1. 給与所得税

2. 住民税

3. 健康保険料（介護保険料も含む）

4. 厚生年金保険料

5. 雇用保険料

6. その他、この法人と職員等で協議のうえ、協定して定めた諸控除金

7. その他職員から徴収委託があり、この法人が認めたもの

第３章賃金・手当

（基本給）

第７条 基本給は、各人の役割に応じ、各人に対する業務遂行能力向上と成果への期待、及び各人が

従事している職務の遂行度を踏まえた上で、職責、職務遂行能力、経験、技能、勤怠（欠勤、遅刻、

早退、途中外出）、規律保持、勤務成績、法人業績などの項目を勘案し、各人ごとに人事考課を行い、

決定する。なお、金額については別途定める。

（算定期間）

第８条 本章にいう１か月とは，各賃金計算期間の初日を起算日とする暦による１か月、１年と

は、毎年４月１日から翌３月末日までの１年をいう。

（時間外労働に関する運用）

第９条 労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事し、労働時間を算定し難い場合について

は、原則として、所定労働時間勤務したものとみなす。但し、所属長から、あらかじめ別段の指示

がある場合はこの限りではない。

（交通機関による通勤手当の支給）

第１０条 通勤手当は、電車、バス等の公共交通機関を利用して通勤する者に対して、この法人が

認めた乗車券相当額の実費を支給する。

（賞与）

第１１条 賞与は支給しない。

第４章 休業・休職等における賃金

（休職中の給与）

第１２条 休職期間中は、無給とする。

（年次有給休暇・特別休暇）



第１３条 職員が年次有給休暇又は特別休暇のうち有給である特別休暇を取得したときは、1 日あた

りの賃金額を支給する。

（生理休暇）

第１４条 職員が生理休暇を取得したときは、無給とする。

（産前産後休業）

第１５条 職員が産前産後休業を取得したときは、無給とする。

（育児時間）

第１６条 職員が育児時間を取得したときは、無給とする。

（母性健康管理の休暇）

第１７条 就業規則に基づく母性健康管理のための休暇もしくは休憩等を取得したときは、無給とす

る。

（育児・介護休業）

第１８条 育児・介護休業規程に基づき育児休業又は介護休業を取得したときは、無給とする。但し、

休業開始日及び休業終了日の属する月の分として支払うべき日がある場合は、日割

計算によって支給する。

（２）育児・介護休業規程に基づき「子の看護休暇」「介護休暇」を取得したときは、無給とする。

（３）短時間勤務により就労が免除された時間は、減額する。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



理事の職務権限規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の定款第２２条、５

１条の規定に基づき、理事の職務権限を定め、法人としての業務の適法かつ効率的な執行を図

ることを目的とする。

（法令等の順守）

第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、

協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。

第２章理事の職務権限

（理事）

第３条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、職務を執行する。

（代表理事）

第４条 代表理事の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとお

りとする。

（1）代表理事としてこの法人を代表し、その業務を総理する。

（2）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。

（理事）

第５条 理事の職務権限は、法令、この法人の定款及び別表に掲げるもののほか、次のとおりと

する。

（1) 代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代

表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

第３章補則

（細則）

第 6 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別

に定めることができる。

（改廃）

第７条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



（別表）理事の職務権限

項目/決済権者 代表理事 理事

役割

◎この法人を代表し、その

業務を総理

◎代表理事を補佐し、この

法人の業務を執行

◎理事会を招集し、議長と

してこれを主宰

◎代表理事の事故時等の

職務執行

事業計画案及び予算案の作

成に関すること
〇

事業報告案及び決算案の作

成に関すること
〇

人事及び給与制度の立案及

び報告に関すること
〇

重要な使用人以外の者の任

用に関すること
〇

規程案の作成に関すること
〇

国外出張に関すること
〇

国内出張（役員、重要な使用

人）に関すること
〇

支出に関すること

1 件 5万円以上 〇

1 件 5万円未満 〇

セミナー等事業の実施に関

すること
〇

職員の教育・研修に関するこ

と
〇

渉外に関すること
〇

福利厚生（役員含む）に関す

ること
〇

外部に対する文書発簡

特に重要なもの 〇

重要なもの 〇

比較的重要なもの 〇

一般事務連絡 〇

（注）上記にかかわらず、理事の不在時等、理事がその決裁権限を行使できない場合に

おいて、代表理事 が 理事に代わり決裁を行うことは差し支えない。



倫理規程

第１章 基本的事項

（組織の使命及び社会的責任）

第１条 一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）は、その設立目的である、国籍、性

別、障害の有無にかかわらず、全ての人が住み慣れた地域で安心して生活できる社会を目指すた

め、民間公益活動に資する資金（国、地方公共団体の助成金、休眠預金等を含む民間基金等）を

活用すること等を通じて、課題の解決とそのための持続的な仕組みの構築に向けて取り組むこと

を認識し、事業運営に当たらなければならない。

（社会的信用の維持）

第２条 この法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持･向上に努めなけ

ればならない。

（基本的人権の尊重）

第３条 この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はし

てはならない

（法令等の遵守）

第４条 この法人は、関連法令及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程を厳格に遵守し、

社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

２ この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

３ 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇す

ることなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

（私的利益追求の禁止）

第５条 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用すること

があってはならない。

（利益相反等の防止及び開示）

第６条 この法人は、利益相反を防止するとともに休眠預金活用法第 20 条第 1 項第項第 6 号に該

当する者でないことを示すため、役員の職歴及び賞罰について自己申告をさせるとともに、情報

公開規程に基づき公開しなければならない。

２ この法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を

除いて行わなければならない。

３ この法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」に

ついて自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

（特別の利益を与える行為の禁止）

第７条 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その

他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。



第２章 ハラスメントの禁止

（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラス

メントの定義）

第８条 ハラスメントを下記のとおり定義する。

（１）パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより、就業環境を害することをいう。なお、客観的にみて、業務上必要

かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメン

トには該当しない。

（２）セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等に

より当該従業員の労働条件に関して不利益を与えること又は性的な言動により他の従業員の

就業環境を害することをいう。

また、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性

に対する言動も該当する。

（３）前号の他の従業員とは直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動

により就業環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

（４）妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において、上司や同僚が、従業

員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境

を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害することをい

う。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動に

よるものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。

（５）第１号、第２号及び第４号の職場とは、勤務場所のみならず、従業員が業務を遂行するす

べての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外

の時間を含むものとする。

（禁止行為）

第９条 すべての役職員は、他の役職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場にお

ける健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の第２項か

ら第５項に掲げる行為をしてはならない。また、自社の役職員以外の者に対しても、これに類す

る行為を行ってはならない。

２ パワーハラスメント（前条第１号の要件を満たした以下のような行為）

①殴打、足蹴りを行うなどの身体的な攻撃

②人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃

③自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの

人間関係からの切り離し

④長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなど

の過大な要求

⑤管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求

⑥他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他

の従業員に暴露するなどの個の侵害

３ セクシュアルハラスメント（前条第２号の要件を満たした以下のような行為）

①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言

②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示



③うわさの流布

④不必要な身体への接触

⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

⑥交際・性的関係の強要

⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換

等の不利益を与える行為

⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

４ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（前条第５号の要件を満たした以下のような

行為）

①部下の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取

扱いを示唆する言動

②部下又は同僚の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

③部下又は同僚が妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ

等

④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

５ 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認

する上司の行為

（懲戒）

第１０条 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。

①前条第２項（①を除く。）、前条第３項①から⑤及び⑧、第４項の行為を行った場合

：けん責、減給、出勤停止又は降格

②前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合、前条第２項①又は前条第

３項⑥、⑦の行為を行った場合：懲戒解雇

第３章 その他

（情報開示及び説明責任）

第１１条 この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

（個人情報の保護）

第１２条 この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利

の尊重にも十分配慮しなければならない。

（規程遵守の確保）

第１３条 この法人は、必要あるときは、社員総会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の

遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

（改廃）

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議で行う。



附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



コンプライアンス規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）の倫理規程の理念に則り、

この法人に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守（以下「コンプライアン

ス」という。）上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資

するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

（基本方針）

第２条 この法人の役員及び職員（以下「役職員」という。）は、法令、定款及び内部規程の内容

を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

（組織）

第３条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。

（1）コンプライアンス担当理事

（2）コンプライアンス委員会

（3）コンプライアンス統括部門

（コンプライアンス担当理事）

第４条 コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの

状況について、報告する。

２ コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライ

アンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を

有する。

３ コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。

（1）コンプライアンス施策の実施の最終責任者

（2）コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者

（3）コンプライアンス委員会の委員長

（コンプライアンス委員会）

第５条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員長とし、コンプライアン

ス統括部門長及び外部有識者を委員として構成する。

２ コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。

（1）コンプライアンス施策の検討及び実施

（2）コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング

（3）コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討コンプライアンス違反

事件について原因の究明に向けた分析及び検討

（4）コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定コンプライアンス

違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定

（5）第 3 号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並号の原因の究明に向けた分析及び検討の

結果並びに第４号の処分及び再発防止策の号の処分及び再発防止策の公表

（6）その他コンプライアンス担当理事が指示した事項その他コンプライアンス担当理事が指示し

た事項



（コンプライアンス委員会の開催）

第６条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年９月に開催

する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。

（コンプライアンス統括部門）

第７条 この法人の総務部をコンプライアンス統括部門とする。

２ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及

び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施す

る。

３ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンス

にかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必要に応

じて報告する。

（報告、連絡及び相談ルート）

第８条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速

やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行った場

合はこの限りでない。

２ コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれ

がある事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事

実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象

への対応を実施する。

３ 役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができな

いときは、第１項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をすることがで

きる。

（役職員のコンプライアンス教育）

第９条 この法人は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員はこ

の法人の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

（懲戒等）

第１０条 職員が第８条第１項から第３項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状に

よりそれらの者を、懲戒処分に処する。

２ 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合

は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨

退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を

受けて代表理事がこれを行う。

（改廃）

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議による。



附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



内部通報（ヘルプライン）規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）が実施する業務における、

不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及びこの法人

に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度（「ヘルプライン」と称する。）を設けるととも

に、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

（対象者）

第２条 この規程は、この法人の役員及び職員・臨時雇・契約社員・派遣従業員を含むすべての

従業員（以下「役職員｣という。）に対して適用する。

（通報等）

第３条 この法人又は役職員の不正行為として別表に掲げる事項（以下、「申告事項」という。）

が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員（この法人が行う事業に直接的又は間接的に関係

する者を含む。）は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談（以下「通報等」とい

う。）をすることができる。

２ 通報等を行った者（以下「通報者」という。）、通報者に協力した役職員及び当該通報等に基

づく調査に積極的に関与した役職員（以下、「通報者等」という。）は、この規程による保護の対

象となる。

３ 申告事項が生じ、又は生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、通報

等を積極的に行うよう努めるものとする。

（通報等の方法）

第４条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口（以下「ヘルプライン窓口」という。）に対し

て、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。各ヘルプライ

ン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。

(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事（以下「コンプライアンス担当理事」

という。）

(2)監事

(3)コンプライアンス統括部門長

(4)外部機関

２ 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って

行われる通報等を妨げるものではない。

（ヘルプライン窓口での対応）

第５条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、ヘルプライン窓口は、申告事項につ

いて受け付け、第７条の規定に従い、その対応を行う条の規定に従い、その対応を行うものとす

る。ものとする。

２ 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報等を受けた日から２０

日以内に、通報等を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由

がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただ

し、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困

難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。



（公正公平な調査）

第６条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容（通報者の氏名その他そ

れにより通報者を特定することが可能となる情報（以下「通報者特定情報」という。）を除く。）

を、直ちにコンプライアンス担当理事（ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである

場合には監事）に報告する。

２ 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査（以下「通報等調査」という。）は、

総務部において実施することを原則とする。ただし、総務部が関係する内容の通報等が対象であ

る場合その他総務部において通報等調査を実施することが適切でない場合には、コンプライアン

ス担当理事又は監事の指示により、他の部署又は担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、

外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。

３ 通報等調査は、公正かつ公平に行うものとする。

４ 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。

５ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、

通報等調査の担当者を含むこの法人の役職員に開示することができる内容及びその範囲について

合意し、調査の必要性及び状況の変化等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合意の内容

を見直すものとする。役職員は、第１項及び第２項にかかわらず、かかる通報者との合意に反す

る開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるため通報者との協議

が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

（調査結果の通知等）

第７条 通報等調査を担当した部署（以下「調査担当部署」という。）は、通報等調査について結

果に至った場合には、速やかに、当該結果を、通報等を受け付けたヘルプライン窓口、コンプラ

イアンス担当理事及び代表理事に対して通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者

の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するものとする。

２ ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知

する。ただし、通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等

の対象となった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注

意するものとする。

（調査結果に基づく対応）

第８条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通

報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス

委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するよう命令し、

必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置等の対応を行う等、速やかに必要な措置を講

じる。

２ 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにお

いて、通報等、通報者への協力及び通報等に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌する

ことができる。

３ コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びそれに対する対応の概要（ただし、通

報者等の氏名を除く。）を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを公表する

ものとする。



（情報の記録と管理）

第９条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名（匿名の場合

を除く。）、通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。

ただし、通報者に関する情報が、第６条第５項の規定に基づき許容される範囲を超えて開示され

ることがないよう留意するものとする。

２ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する

者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第

６条第２項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた項

の規定により、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は漏洩することを防止する

措置を講じるものとする。

３ 役職員は、各ヘルプライン窓口又は調査担当部署に対して、通報者特定情報の開示を求めて

はならない。

（不利益処分等の禁止）

第１０条 この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通

報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等

の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行っ

てはならない。

（懲戒等）

第１１条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第９条第２項に

規定する者が通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは漏洩した場合、役職員

が通報者等の氏名等通報者等に関する情報の開示を求めた場合又は前条の規定に違反した場合に

は、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。

２ 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員（監事を除く。以下本条において同じ。）の場合

は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨

退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。

３ 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰に関する委員会

の決定を受けて代表理事がこれを行う。

（内部通報制度に関する教育）

第１２条 この法人は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修

を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。

（改廃）

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



（別表）

この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。

１法令又は定款に違反する行為

２役職員又は取引先その他の利害関係者の安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為

３就業規則その他のこの法人の内部規程に違反する行為（ただし、人事上の処遇に関する不満を

除く。）

４この法人の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為

５その他この法人、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行

為



情報公開規程

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）が、その活動状況、運

営内容、財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正

で開かれた活動を推進することを目的とする。

（法人の責務）

第２条 この規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとと

もに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならな

い。

（利用者の責務）

第３条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧をした者は、これによって得た情報を、この

規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努め

なければならない。

（情報公開の方法）

第４条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程の定めるところに従

い、主たる事務所へ備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものと

する。

（公告）

第５条 この法人は、法令及び定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。

２ 前項の公告については、定款第４条の方法によるものとする。

（書類の備置き等）

第６条 この法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

２ この法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとす

る。ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。

（閲覧等の場所及び日時）

第７条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、コンプライアンス部門

長の指定する場所とする。

２ 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とし、書類の閲覧

等が可能な時間は、この法人の業務時間のうち、午前１１時から午後３時までとする。ただし、

この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。

（閲覧等に関する事務）

第８条 第６条第２項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めると

ころにより取扱うものとする。

(1)様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2)閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請され

た書類を閲覧に供する。



(3)閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。

（インターネットによる情報公開）

第９条 この法人は、第６条第２項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインター

ネットによる情報公開を行うことができる。

２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。

（その他）

第１０条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により定

める。

（管理）

第１１条この法人の情報公開に関する事務の所管部署は、コンプライアンス部門とする。

（改廃）

第１２条この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



様式１

閲覧申請書

一般社団法人 Anchor 代表理事殿

申請 年 月 日

申請者

申請者住所

電話番号

以下のとおり閲覧を申請いたします。

なお、私（申請者）は下記の目的に従って閲覧をした書類から得た情報を、当該目的に即して適

正に使用するとともに、当該情報によってみだりに第三者の権利を侵害しないことを誓約いたし

ます。

閲覧の目的

閲覧を求める書類（該当するものを〇で囲んでください）

１定款

２事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

３事業報告・計算書類及び付属明細書・財産目録

４監査報告

５役員名簿

６理事及び監事の職歴及び賞罰を記載した書類

７役員の報酬並びに費用に関する規程

８運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した

書類

９議事録（理事会、社員総会）

10会計帳簿



様式２

閲覧受付簿

閲覧受

付簿受

付番号

受付年月

日

申請者の住所・氏名 担当者 閲覧希望

書類

備考

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

住所

氏名

閲覧ができる 書類

１定款

２事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

３事業報告・計算書類及び付属明細書・財産目録

４監査報告

５役員名簿

６役員の報酬並びに費用に関する規程

７運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

８議事録（理事会、社員総会）

９会計帳簿



リスク管理規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）におけるリスク管理に関

して必要な事項を定め、もってリスクの防止及びこの法人の損失の最小化を図ることを目的とす

る。

（適用範囲）

第２条 この規程は、この法人の役職員に適用されるものとする。

（定義）

第３条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又

は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、この法人に

関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その

他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての

事象をいう。

第２章役職員の責務

（基本的責務）

第４条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、この法人の定めるリスク管理

に関するルールを遵守しなければならない。

（具体的リスクの回避等の措置）

第５条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内

容及び程度を適切に評価するとともに、この法人にとって最小のコストで最良の結果が得られる

よう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置（以下「回避等措置」という。）を事前に講じな

ければならない。

２ 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める

場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに、当該具

体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。

（具体的リスク発生時の対応）

第６条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じるこの法人の物理

的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な

注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具

体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。

２ 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとと

も職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするととも

に、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。に、その後の処理に

ついては関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。

３ 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をする

と役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をすると



ともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。ともに、その後

の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。

４ 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場

合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報（ヘルプライン）規程に基づく対

応を優先する。

（具体的リスクの処理後の報告）

第７条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録

を作成し、代表理事に報告しなければならない。

（クレームなどへの対応）

第８条 職員は、口頭又は文書により民間公益活動を行う団体その他の利害関係者からクレーム、

異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることに鑑み、直

ちに上位者に報告し、指示を受ける。

２ 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、

適切に対応しなければならない。

（対外文書の作成）

第９条 役職員は、この法人の外部に発信する文書（以下「対外文書」という。）の作成に当たっ

ては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しな

ければならない。

２ 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。

（守秘義務）

第１０条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は

実施する過程において取得したこの法人及びこの法人の関係者に関する情報に関して、秘密を保

持しなければならず、第 1 条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、この法人の内外を

問わず開示し、又は漏えいしてはならない。

第３章緊急事態への対応

（緊急事態への対応）

第１１条 この法人は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表理事をリスク管理統

括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

（緊急事態の範囲）

第１２条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、この法人、この法

人の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応

の事業所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、この法人を挙げた対応が

必要である場合をいう。

（1）自然災害

地震、風水害等の災害

（2）事故



①爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

②この法人の活動に起因する重大な事故

③役職員に係る重大な人身事故

（3）インフルエンザ等の感染症

（4）犯罪

①建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃

②この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

③内部者による背任、横領等の不祥事

（5）機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

（6）その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態

（緊急事態の通報）

第１３条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通報を行

わなければならない。

２ 緊急事態が発生した場合の通報（以下「緊急事態通報」という。）は、原則として以下の経路

によって行うものとする。

・情報認知者→所属部門長→理事→所管公官庁

→代表理事

３ 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話又は SNS で行う。また、前項

の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。

また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通

報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。

４ 第２項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、担当部署は関係部署にも速やか

に通報するものとする。

５ 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報す

る。

（情報管理）

第１４条 緊急事態通報を受けた事業管理責任者は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示

を行う。

（緊急事態の発生時における対応の基本方針）

第１５条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる

基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室（以下「対策

室」という。）が設置される場合、当該部署は、対策室の指示に従い、対策室と協力して対応する

ものとする。

（1）地震、風水害等の自然災害



①生命及び身体の安全を最優先とする。

②（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

③災害対策の強化を図る。

（2）事故

①爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

②この法人の活動に起因する重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

③役職員に係る重大な人身事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・事故の再発防止を図る。

（3）インフルエンザ等の感染症

・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・集団感染の予防を図る。

（4）犯罪

①建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。

・再発防止を図る。

②この法人の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査

・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・再発防止を図る。

③内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事

・この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

（5）機密情報の漏えいや情報システムへの不正なアクセス

・被害状況（機密情報漏えいの有無、この法人外への被害拡大や影響の有無）の把握

・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・（必要に応じ）所管官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

（6）その他経営上の事象

この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

（緊急事態対策室）

第１６条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、代表理事は、必要に応じて

緊急事態対策室を設置するものとする。



（対策室の構成）

第１７条 代表理事は、対策室を設置する。

２ 対策室は、代表理事を室長とし、その他事業経営責任者、担当部署長等代表理事が必要と認

める人員で構成される。

（対策室会議の開催）

第１８条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出

席により開催する。

（対策室の実施事項）

第１９条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。

（1）情報の収集、確認及び分析

（2）初期対応の決定及び指示

（3）原因の究明及び対策基本方針の決定

（4）対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定

（5）この法人の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定

（6）対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定

（7）対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認

（8）その他必要事項の決定

（役職員への指示及び命令）

第２０条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対し

て一定の行動を指示又は命令することができる。

２ 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しな

ければならない。

（報道機関への対応）

第２１条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態の解決に

支障を来たさない範囲において、取材に応じる。

２ 報道機関への対応は、事業経営責任者の職務とする。

（届出）

第２２条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官公

庁に届け出るものとする。

２ 前項に規定する届出は、事業経営責任者がこれを行う。

３ 事業経営責任者は、第１項に規定する届出の内容について、予め代表理事の承認を得なけれ

ばならない。

（理事会への報告）

第２３条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告

しなければならない。

（1) 実施内容



（2) 実施に至る経緯

（3) 実施に要した費用

（4) 懲罰の有無及びあった場合はその内容

（5) 今後の対策方針

（対策室の解散）

第２４条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。

第４章懲戒等

（懲戒）

第２５条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。

（1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者

（2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなか

った者

（3) 具体的リスクの解決について、この法人の指示・命令に従わなかった者

（4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、この法人の許可なく外部に漏らした

者

（5) その他、具体的リスクの予防、発生、解決等においてこの法人に不都合な行為を行った者

（懲戒の内容）

第２６条 前条の懲戒処分の内容は、役員（監事を除く。以下本条及び次条において同じ。）又は

職員の情状により次のとおりとする。

（1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。

（2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は

懲戒解雇とする。

（懲戒処分の決定）

第２７条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、代表理事がこ

れを行う。

第５章雑則

（緊急事態通報先一覧表）

第２８条 担当部署は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表（以下「一覧表」

という。）を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。

２ 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。

（一覧表の携帯等）

第２９条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在

又は通報先を明らかにしておかなければならない。



（改廃）

第３０条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



事務局規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は、一般社団法人 Anchor（以下「この法人」という。）定款第５１条の規定に基

づき、この法人の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務

局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。

第２章組織

（事務局）

第２条 事務局に、総務部、事業部を置く。

２ 各部の分掌は、別紙の「業務の分掌」に定める。

第３章職制

（職員等）

第３条 事務局には、次に掲げる職員を置く。

（1）事務局長

（2）部長

（4）各部職員

２ 事務局長は、前項に規定する職制のほか、必要に応じて職員の職務を設けることができる。

第４章職責

（職員の職務）

第４条 この法人の職員の職務は次のとおりとする。

（1）事務局長は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。

（2）部長は、事業経営責任者の命を受けて、各部の業務を行う。

（3）各部の職員は、部長の命を受けて、各部の業務に従事する。

（職員の任免及び職務の指定）

第５条 職員の任免は、代表理事が行う。

２ 職員の職務は、代表理事が指定する。

第５章事務処理

（事務の決裁）

第６条 事務に関する事項は、原則として担当者が立案し、各部の部長及び事業経営責任者の決

裁を受けて施行する。ただし、重要な事務は、代表理事若しくは理事又は理事会の決裁を経なけ

ればならない。



（代理決裁）

第７条 代表理事、理事又は事業経営責任者が出張等により不在である場合において、特に緊急

に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者があらかじめ指定する者が決裁することができ

る。

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。

（規程外の対応）

第８条 本規程以外の事務局に関する事項で、文書に関する事項は、別に「文書管理規程」に定

める。

（細則）

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定めるもの

とする。

（改廃）

第１０条 この規則の改廃は、理事会の決議による。

附則

この規程は、令和６年３月１４日より施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）



別紙業務の分掌部 分掌事務

総務部 ①理事会及び社員総会運営

②資金管理、経理並びに予算策定及び管理

③事務局運営における総合調整

④人事及び労務

⑤コンプライアンス及びリスク管理関係（コンプライアンス委員会の

運営を含む）

⑥内部通報窓口

⑦規程類の制定及び改廃

⑧購買その他の内部システム関係

⑨その他上記に関連する事項

事業部 ①公益活動を行う団体等への持続可能性を高める資金調達や組織基

盤の強化等伴走支援事業

②公益活動を行うためのネットワーク構築事業

③遊休施設の活動拠点としての整備活用事業

④災害発生時における公益活動団体等への緊急支援事業

⑤上記目的を達成するための調査研究事業

⑥その他前各号に掲げる事業に付帯関連する事業



経理規程

第１章総則

（目的）

第１条 この規程は､一般社団法人 Anchor（以下｢この法人｣という｡）における経理処理に関す

る基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人

の健全かつ能率的な運営を図ることを目的とする｡

（適用範囲）

第２条 この規程は、この法人の経理業務のすべてについて適用する｡

（経理の原則）

第３条 この法人の経理は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正

妥当と認められる会計の慣行に準拠して処理されなければならない｡

（会計年度）

第４条 この法人の会計年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月３１日までと

する｡

（区分経理）

第５条 この法人の経理において、事業契約書又は事業実施要領等に基づく指示等ある場合、

必要に応じて事業毎に区分して経理を行い、会計帳簿を作成して収支状況等を正確に記録する。

２ 前項の事業に係る事業期間中及び事業完了日の属する事業年度の終了後 5年間、これを主

たる事務所に備え付けるものとする。

（経理責任者）

第６条 経理責任者は、事務局長とする｡ただし、経理責任者に事故があるとき又は経理責任者

が欠けたときは、代表理事が経理責任者の職務代行者を指名することができる。

２ 経理事務の担当者は、経理責任者の指示に従って経理事務を処理するものとする。

第２章勘定科目及び帳簿組織

（勘定科目の設定）

第７条 この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握する

ため必要な勘定科目を設ける｡

２ 各勘定科目の名称は、別に定める｡

（会計処理の原則）

第８条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない｡

（1）貸借対照表における資産、負債及び正味財産並びに正味財産増減計算書における一般正味

財産及び指定正味財産についての増減内容は、それぞれその総額をもって処理し、直接項目間

の相殺を行ってはならない｡

（2）その他一般に公正妥当と認められる一般財団法人の会計処理の原則に準拠して行わなけれ

ばならない｡



（会計帳簿）

第９条 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする｡

（1）主要簿

ア総勘定元帳

（2）補助簿

ア現金出納帳 イ預金出納帳 ウその他必要な勘定補助簿

第３章収支予算

（収支予算書の目的）

第１０条 収支予算書は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、

収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする｡

（収支予算書の作成）

第１１条 経理責任者は、事業計画に基づき、資金収支ベースの収支予算書の案を作成し、毎

事業年度開始の日の３０日前までに代表理事に報告するものとする。

２ 代表理事は、収支予算書を作成し、理事会の承認を得て確定する｡

（収支予算の執行）

第１２条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする｡

２ 収支予算の執行者は、代表理事とする｡

（支出予算の流用）

第１３条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする｡ただし、代表

理事が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない｡

第４章金銭

（金銭の範囲）

第１４条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう｡

２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。

３ 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする｡

（会計責任者）

第１５条 金銭の出納及び保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならな

い｡

２ 会計責任者は、経理責任者が任命する｡

（金銭の出納）

第１６条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならな

い｡

（支払手続）



第１７条 会計事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を

証する書類に基づいて、取引を担当した部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を

得て行うものとする｡

２ 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない｡

ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれ

に代えることができる｡

３ 銀行振込の方法により支払いを行う場合は､前項による領収証を受け取らないですること

ができる｡

（支払期日）

第１８条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする｡ただし、やむを得ない支払い

についてはこの限りでない｡

第７章決算

（決算の目的）

第１９条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかに

することを目的とする｡

（月次決算）

第２０条 経理責任者は､毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、代表理事に提出し

なければならない｡

（1）合計残高試算表

（2）現預金明細表

（決算整理事項）

第２１条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を

行うものとする｡

（1）減価償却費の計上

（2）未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上

（3）有価証券の時価評価による損益の計上

（4）各種引当金の計上

（5）流動資産､固定資産の実在性の確認、評価の適否

（6）負債の実在性と簿外負債のないことの確認

（7）その他必要とされる事項の確認

（財務諸表等）

第２２条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、確定した年度決算に基づき、次に掲

げる財務諸表等の案を作成し、毎事業年度の終了後 2か月以内に代表理事に報告しなければな

らない｡



（1）貸借対照表

（2）損益計算書

（3）財産目録

２ 財務諸表等（収支決算書を除く。）の様式及びその勘定科目は、一般に公正妥当と認められ

る公益法人会計基準に、収支予算書、収支決算書の様式及びその勘定科目は、「公益法人会計に

おける内部管理事項について（平成１７年３月２３日公益法人等の指導監督等に関する関係省

庁申合せ）」にそれぞれ準拠して作成する。

（財務諸表等の確定）

第２３条 代表理事は、前条に規定する財務諸表等を作成し、事業報告とともに監事の監査を

受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を得て財務諸表等及び事業報告を確

定する｡

（細則）

第２４条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が定める｡

（改廃）

第２５条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則 第５条については、この法人が休眠預金等活用法に基づく資金分配団体、活動支援団体、

実行団体としての採択を受けた日から適用するものとする。

附則 この規程は、令和６年３月１４日から施行する。（令和６年３月１４日理事会決議）







一般社団法人 Anchor 社員総会 議事録 
 
１．開催日時：２０２４（令和６）年 ３ 月 １４ 日（木） １０：００～１２：００ 
 
２．場 所：熊本県熊本県熊本市中央区中央区２丁目 新町２丁目 2-23 嶋田ビル 1 階 
      株式会社かつあき会議ブース 
 
３．社員総数 ３名 
 出席社員数 ３名 
 
４．審議事項 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
 
５．資料 
① 一般社団法人 Anchor 役員の報酬等並びに費用に関する規程（案） 
（その他参考資料 理事会承認事項） 
②総会規程（案） 
③理事会規程（案） 
④給与・賞与規程（案） 
⑤理事の職務検眼規程（案） 
⑥倫理規程（案） 
⑦コンプライアンス規程（案） 
⑧内部通報規程（案） 
⑨情報公開規程（案） 
⑩リスク管理規程（案） 
⑪事務局規程（案） 
 
 
６．議事の経過の概要及び議決の結果 
（１） 設立発起人を代表して村上直子が、本日の設立時社員総会は定数を満たしたので、有効に成立し

た旨を告げたのち、開会の辞を述べた。 
（２） 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって大橋護を選任した。 
 続いて、あいさつの後議案の議事に入った。 
 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 

議長の求めに応じて外山伸一郎より、資料①一般社団法人 Anchor 役員の報酬等並びに費用に関する

規程（案）に基づき各条ごとに説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案のとおり承認可決し

た。 
 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
議事録署名人について、議長から本日出席者の村上直子と外山伸一郎の ２名を指名したところ、全員異

議なく承認し、本案は可決された。 
 



議長は、以上をもって一般社団法人 Anchor の社員総会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、閉会

を宣言した。（１２ 時 ００ 分） 
 
 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 

 
 
２０２４年 ３ 月 １４ 日 
一般社団法人 Anchor 社員総会 
 
議 長 大橋護 
 
議事録署名人 村上直子 
 
議事録署名人 外山伸一郎 

  



資料① 設立時社員名簿案 
 
設立時社員の氏名は、次のとおりである。 
１ 住所 熊本県熊本市中央区水前寺公園 7番 43ー407 号 
  設立時社員 村上直子 
 
２ 住所 福岡県久留米市国分町 2014-6 
  設立時社員 大橋護 
 
３ 住所 福岡県福岡市博多区東比恵 3 丁目 11番 9 ‐502 号メゾンド水巻 
  設立時社員 外山伸一郎 
  



資料②一般社団法人 Anchor 定款（案）については別紙のとおり 
  



③ 一般社団法人 Anchor 設立時役員名簿（案） 
 
 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 
   
  設立時理事 村上直子 
   
  設立時理事 大橋護 
   
  設立時理事 外山伸一郎 
   
  設立時監事 寺﨑明子 
  



④ 一般社団法人 Anchor の主たる事務所並びに従たる事務所（案） 
 
 
 



一般社団法人 Anchor 理事会 議事録 
 
１．開催日時：２０２４（令和６）年 ３ 月 １４ 日（木） １２：００～１２：３０ 
 
２．場 所：熊本県熊本県熊本市中央区中央区２丁目 新町２丁目 2-23 嶋田ビル 1 階 
      株式会社かつあき会議ブース 
 
３．理事総数 ３名 
 出席理事数 ３名 
 
４．審議事項 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
 
５．資料 
①総会規程（案） 
②理事会規程（案） 
③給与・賞与規程（案） 
④理事の職務検眼規程（案） 
⑤倫理規程（案） 
⑥コンプライアンス規程（案） 
⑦内部通報規程（案） 
⑧情報公開規程（案） 
⑨リスク管理規程（案） 
⑩事務局規程（案） 
（その他参考資料 総会承認事項） 
⑪役員の報酬等並びに費用に関する規程 
 
６．議事の経過の概要及び議決の結果 
 議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって大橋護を選任した。 
 続いて、あいさつの後議案の議事に入った。 
 
第１号議案 一般社団法人 Anchor 規程の承認に関する事項 
 議長の求めに応じて外山伸一郎より、 
①総会規程（案） 
②理事会規程（案） 
③給与・賞与規程（案） 
④理事の職務検眼規程（案） 
⑤倫理規程（案） 
⑥コンプライアンス規程（案） 
⑦内部通報規程（案） 
⑧情報公開規程（案） 
⑨リスク管理規程（案） 
⑩事務局規程（案） 



について各条ごとに説明し、その承認を求めたところ満場異議なく原案のとおり承認可決した。 
 
第２号議案 議事録署名人の選任に関する事項 
議事録署名人について、議長から本日出席者の村上直子を指名したところ、全員異議なく承認し、本案

は可決された。 
 
議長は、以上をもって一般社団法人 Anchor の設立時理事会に関する全ての議事を終了した旨を述べ、

閉会を宣言した。（１３ 時 ３０分） 
 
 
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は次に署名又は記名・押印する。 
 

２０２４年 ３ 月 １４ 日 
一般社団法人 Anchor 理事会 
 
議 長 大橋護 
 
議事録署名人 村上直子 
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